
旅館業の手続きについて 
令和５年 12 月改訂版 

 変更の手続き  
 許可を取得して以降、申請事項に変更があった場合は、10 日以内に旅館業営業許可申請書記載事項変更届

と必要な書類を保健福祉事務所に提出する必要があります。 

 提出書類 … 旅館業営業許可申請書記載事項変更届 及び 次の書類 

変更事項 必要書類 

営業者の住所の変更 

（法人の住所や、個人営業の場合は営業者の住所の変更） 

法人の場合は、履歴事項全部証明書（登記

簿謄本）を確認させていただきます。 

（確認後に返却します。） 

※ 営業者が別の人若しくは法人になる場

合（個人から法人、法人から個人への変

更を含む）は、建物の構造に変更がなく

ても、変更の手続きではなく、承継の手

続き又は現在の許可を廃止して、新しい

営業者が許可をとる必要があります。 

営業者の氏名の変更（同一人の場合※） 

（法人の名称や、個人営業の場合は結婚等による氏名の変更） 

代表者の変更（法人のみ） 

施設の名称の変更  

施設の構造設備の変更 

（例） 

 客室や浴室の増改築 

 温泉貯湯槽やろ過器の新設交換 等 

変更後の状態が構造設備基準に適合する必要

があるので、着工前に変更内容が分かる図面

にてご相談をお願いします。 

なお、大規模な変更の場合に、許可取り直し

となる場合があります。 

【施設の構造設備の変更】 

変更の内容に応じて、さらに 

右記の書類をご提出ください。 

浴室関係 客室関係 書類 

○ ○ 変更の詳細 

○ ○ 変更に係る新旧の図面 

 ○ 客室の内法面積がわかる図面 

○  入浴設備の調査票 

（○）  水質検査成績書の写し（原本確認をします） 

 

 停止・廃止の手続き  
（１）停止の場合 

   一定期間、休業する場合は、休業したときから 10 日以内に届け出てください。 

    

（２）廃止の場合 

   旅館業の営業を廃止する場合は、廃止したときから 10日以内に届け出てください。 

 提出書類 … 旅館業営業停止（廃止）届 

 

★ 各様式は平塚保健福祉事務所生活衛生部環境衛生課のホームページで入手できます。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2p/cnt/f47/ryokan.html 

（裏面もあります）  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2p/cnt/f47/ryokan.html


 承継の手続き  
次の場合は、旅館業営業承継承認を受けることにより営業を引き継ぐことができます。詳細は直接、保健

福祉事務所にご相談ください。 

  譲渡：事業譲渡された場合（個人から法人、法人から個人への変更を含む）※ 

     事業譲渡の効力が本申請より前に発生する場合は、新規申請扱いになります。 

  ※令和５年 12月 12 日以前に事業が譲渡されていた場合、承継の手続きではなく、現在の許可を廃止して、

新しい営業者が許可をとる必要があります。 

相続：申請の時期は、被相続人の死亡後 60 日以内です。 

これを過ぎると新規申請扱いになります。 

なお、60 日以内であっても新規の許可又は承認のいずれかを選択することができます。 

合併：申請の時期は、合併契約書の締結後等合併当事者の合併の意思と合併の内容が確定した後、 

合併登記前でなければなりません。 

なお、合併登記後は、新規申請扱いとなります。 

分割：申請の時期は、分割が確定した後、分割の登記前でなければなりません。 

なお、分割登記後は、新規申請扱いとなります。 

１ 申請必要書類 

※１ 縮尺 1/3000 以上の地図に施設の敷地境界から半径 100ｍと 200ｍの円を描き、縮尺を記入したもの。 

200ｍ以内に学校、公園等（法第３条第３項に規定する施設）がある場合は施設との距離が明確に記入されてい

ることが必要です。 

※２ 被相続人の出生から死亡までの事実を証するもので、相続人全員が把握できるもの。 

必要に応じて、除籍謄本や改製原戸籍などで補完してください。 

※３ 相続人となりうる者全員の同意に関する署名押印が必要です。 

※４ 譲渡→届出者が法人の場合。 

合併・分割→合併後存続する法人、合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人のもの。 

※５ 添付不要な場合もありますので、事前にご相談ください。 

２ 手数料 

  ７，４３０円 

３ その他 

  合併又は分割による承継の場合は、登記後、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）を提示してください。 

 
 

No 書類 譲
渡 

相
続 

合
併 

分
割 

１ 旅館業営業譲渡承継承認申請書 〇    

２ 旅館業営業合併（分割、相続）承継承認申請書  ○ ○ ○ 

３ 営業施設の付近の見取り図     ※１ 〇 ○ ○ ○ 

４ 戸籍謄本（相続人がわかるもの）  ※２  ○   

５ 旅館業営業者相続同意証明書    ※３  ○   

６ 定款又は寄附行為の写し      ※４ 〇  ○ ○ 

７ 営業の譲渡を証する書類（譲渡契約書の写し等） 〇    

８ 合併契約書、株主総会議事録等合併予定日を明らかにする書類   ○  

９ 新設分割は分割計画書、吸収分割は分割契約書    ○ 

10 施設の平面図、浴槽の配管系統図等 ※５ 〇    

問合せ先 

 神奈川県平塚保健福祉事務所 環境衛生課 

 電話 0463-32-0130（内線 242） 

 FAX  0463-35-4025 


